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今月の新着図書 Newly-imported books

2022 年 5 月公開映画「ハ
ケンアニメ！」のスピンオ
フ作品集。夢と希望。情熱
とプライド。愛と敬意。ア
ニメ制作に情熱を傾ける仕
事人たちの熱血エンタテイ
ンメントに隠された、心震
える物語。

レジェンドアニメ！

辻村深月/著

はっぴーなっつ

荒井良二/作

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日 月曜日、年末年始、

蔵書点検期間

ht tps : / /www.
t o w n . o u m u .
hokka i do . j p /
kanko_bunka_
sports/toshokan/
index.html

図書館ホームページ

新しいあいさつスピーチ文例集・キミは、「怒る」
以外の方法を知らないだけなんだ（森瀬繁智）・肌
トラブル大全・間取りの○と×・はじめてのひとり
暮らし安心ガイド・手作りしたい和布のアクセサ
リー・山狩（笹本稜平）・アクトレス（誉田哲也）・
奇跡（林真理子）・古本食堂（原田ひ香）・稲荷書店
きつね堂番外編（蒼月海里）・裸の大地 1（角幡唯介）

名探偵コナン 101（青山剛昌）・ゴールデンカムイ
29（野田サトル）・はたらかない細胞 1 ～ 5（杉
本萌）・ぺんたと小春のめんどいかくれんぼ・恐怖
コレクター（佐東みどり）・世界一クラブ（大空な
つき）・美少年探偵団（西尾維新）・あなのなかから
…（さいとうしのぶ）・かみはこんなにくちゃくちゃ
だけど（ヨシタケシンスケ）・ハナはへびがすき（蟹
江杏）

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

季節のはじまりには、とびっ
きりのはっぴーがつまって
る！「わたしのみみは、とき
どきとおくへたびをするんだ
よ」 春夏秋冬コマ割りで続く
おはなしには、巡る季節から
の祝福がいっぱい！四季を感
じる素敵な絵本です。

◉「おばけのきもだめし」絵本原画巡回展
今夜はおばけのきもだめし大会。森にはいったい、どんなおばけが…？
皆さんのご来館、お待ちしています！
期 間 6 月 16 日㈭ ～ 29 日㈬
作 品 おばけのきもだめし

（山本孝 / 絵、内田麟太郎 / 作、岩崎書店 / 出版）

◉《聞かせ屋。けいたろう》がやって来る！
絵本をもっと楽しみたいすべての人へ。
おとなも子どもも楽しめるおはなし会と、絵本好きなおとなに向けた絵本講

座をあわせて開催いたします。
日 時 6 月 25 日㈯ 10 時 ～ 11 時 30 分
内 容 ① 絵本講座 ② 読み聞かせライブ ③ サイン会
定 員 15 名

（予約制です。電話または FAX、図書館カウンターで申込みください）

全額免除 4 分の 3 免除 半額免除 4 分の 1 免除 備考

平成 24 年度 １５，２２０円 １１，４１０円 ７，６１０円 ３，８００円

平成 25 年度 １５，１９０円 １１，３９０円 ７，６００円 ３，８００円

平成 26 年度 １５，３４０円 １１，５１０円 ７，６７０円 ３，８３０円

平成 27 年度 １５，６７０円 １１，７５０円 ７，８３０円 ３，９２０円

平成 28 年度 １６，３３０円 １２，２４０円 ８，１６０円 ４，０８０円

平成 29 年度 １６，５４０円 １２，４１０円 ８，２６０円 ４，１３０円

平成 30 年度 １６，３７０円 １２，２７０円 ８，１９０円 ４，０９０円

令和元年度 １６，４３０円 １２，３２０円 ８，２１０円 ４，１００円

令和 2 年度 １６，５４０円 １２，４００円 ８，２７０円 ４，１３０円 追納加算無

令和 3 年度 １６，６１０円 １２，４６０円 ８，３００円 ４，１５０円 追納加算無

暮らしの

年金情報国民年金保険料の後払い（追納）をお勧めします！

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間が
ある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）する
ことにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除に
より、所得税・住民税が軽減されます。

申請方法
役場住民生活課窓口、または年金事務所で申し込みを行い、厚生労働大臣の承認を受

けたうえで、納付書により支払います。（口座振替およびクレジット納付はできません）

追納に関する注意事項
・追納ができるのは追納が承認された月の過去 10 年以内の免除等期間に限られています。
（例えば、令和 4 年 4 月分は令和 14 年 4 月末まで）

・保険料の免除などの承認をされた期間のうち、原則古い期間から納付します。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以降に

保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額
が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
なお、令和 4 年度中に追納していただく際の保険料は、以下のとおりです。

問北見年金事務所お客様相談室 ☎ 0157‐ 33‐ 6007（自動音声案内２→２）
問住民生活課戸籍住民係


